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関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

平成 24年度診療報酬改定における注意喚起について 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、各地方厚生（支）局医療課あて連絡いた

しましたので、貴会におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添） 

 

社団法人 日本医師会 御中 

社団法人 日本歯科医師会 御中 

社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

社団法人 日本医療法人協会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

社団法人 日本看護協会 御中 

社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

財団法人 日本訪問看護振興財団 御中 

日本病院団体協議会 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

独立行政法人 国立がん研究センター 御中 

独立行政法人 国立循環器病研究センター 御中 

独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

独立行政法人 国際医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立成育医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立長寿医療研究センター 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防 衛 省 人 事 教 育 局 御中 

労働基準局労災補償部補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



事 務 連 絡

平 成 2 4 年 ９ 月 ７ 日

各地方厚生（支）局医療課 御中

厚生労働省保険局医療課

平成24年度診療報酬改定における注意喚起について

平成24年度診療報酬改定については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平

成24年3月5日厚生労働省告示第76号）による改正後の別表第一の規定の一部について、

平成24年10月１日から施行となるため、下記のとおり、取扱に遺漏のないようご留意

いただくよう、宜しくお願いいたします。

記

１．一般病棟入院基本料の13対１入院基本料及び15対１入院基本料の特定除外制度

の見直しが行われ、届出を行った病棟に90日を超えて入院する患者については、

区分番号Ａ101に掲げる療養病棟入院基本料１の例により算定するとされたとこ

ろです。

これについては、本年10月１日から施行されるため、10月１日以降療養病棟入

院基本料１の例により算定する保険医療機関は、施設基準の届出（「基本診療料

の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成24年３月５

日保医発0305第２号）別添７様式第10の６）を行う必要があるので、ご留意いた

だき、関係者への周知にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。

なお、90日を超えて入院する患者について、本年10月１日以降引き続き一般病

棟入院基本料を算定する場合には、平均在院日数の算定の対象となるため、これ

についても周知にご協力いただきますよう宜しくお願い致します。

２．退院が特定の時間帯に集中している場合の入院基本料の算定について見直しが

行われ、一般病棟入院基本料（特別入院基本料等を含む。）、特定機能病院入院基

本料（一般病棟に限る。）又は専門病院入院基本料を算定している保険医療機関

であって、かつ、当該病棟の退院患者全体のうち正午までに退院する者の割合が、

直近６ヶ月においていずれも９割以上の保険医療機関については、上記の入院基

本料のうち、当該病棟に30日を超えて入院している者の退院日の入院基本料を所

定点数の100分の92に相当する点数としたところです。

これについては、本年10月１日から施行されるため、ご留意いただき、関係者

への周知にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。



３．入院日及び退院日が特定の日に集中している場合の入院基本料の算定について

見直しが行われ、一般病棟入院基本料（特別入院基本料等を含む。）、特定機能病

院入院基本料（一般病棟に限る。）又は専門病院入院基本料を算定している保険

医療機関であって、かつ、当該病棟の入院患者全体のうち金曜日に入院した者の

割合と、当該病棟の退院患者全体のうち月曜日に退院した者の割合の合計が、直

近６ヶ月においていずれも４割以上の保険医療機関については、上記の入院基本

料のうち、入院直後の土曜日及び日曜日、若しくは退院直前の土曜日及び日曜日

の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数としたところです。

これについては、本年10月１日から施行されるため、ご留意いただき、関係者

への周知にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。

４．療養病棟療養環境加算３、同４及び診療所療養病床療養環境加算２については、

経過措置により本年９月30日まで算定が可能（10月１日以降は療養病棟療養環境

改善加算１、同２及び診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準を届け出た上

で所定点数を算定することが可能）とされているため、ご留意いただき、関係者

への周知にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。

５．紹介率が40％未満かつ逆紹介率が30％未満の特定機能病院及び500床以上の一般

病床を有する地域医療支援病院（以下「紹介率等の低い保険医療機関」という。）

において、他の保険医療機関等からの文書による紹介なしに受診した場合の初診

料・外来診療料については、平成25年４月１日からその所定点数を引き下げると

されたところです。

これに伴い、紹介率等の低い保険医療機関は、紹介率及び逆紹介率の割合につ

いて、毎年10月に地方厚生（支）局長へ報告（「診療報酬の算定方法の一部改正

に伴う実施上の留意事項について」（平成24年３月５日保医発0305第１号）別添

１の２別紙様式28）することとなっており、最初の報告は本年10月に行う必要が

あるので、ご留意いただき、関係者への周知にご協力いただきますよう、宜しく

お願い致します。
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